
政
令
第
二
百
二
十
三
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び

に
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
十
項
、
第
三
十
一
条
第
十
一
項
及
び
第
三
十
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
五
条
中
「
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
あ
る
」
を
「
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、
」
に
、
「
限
る
。
別
表
第
一
号
」
を

「
限
る
。
以
下
こ
の
条
」
に
、
「
利
用
し
て
溶
融
一
般
廃
棄
物
」
を
「
利
用
し
た
溶
融
一
般
廃
棄
物
埋
立
処
分
事
業
（
溶
融
一

般
廃
棄
物
」
に
、
「
別
表
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
埋
立
処
分
を
行
う
こ
と
」
を
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

埋
立
処
分
を
行
う
事
業
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
」
に
、
「
当
該
埋
立
処
分
」
を
「
地
中
空
間
を
利
用
し
て
溶
融
一
般
廃

棄
物
の
埋
立
処
分
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
準
用
河
川
の
特
定
発
電
水
利
使
用
に
関
す
る
河
川
法
の
特
例
）



第
五
条

法
第
三
十
一
条
第
九
項
の
規
定
は
、
準
用
河
川
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
百
条
第
一
項

に
規
定
す
る
準
用
河
川
を
い
う
。
）
の
特
定
発
電
水
利
使
用
（
法
第
三
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
発
電
水
利
使
用
を

い
う
。
）
に
関
し
河
川
法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
三
条
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請

が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
一
条
第
九
項
中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
の
特
例
）

第
六
条

都
道
府
県
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
、
農
業
関
連
事
業
普
及
指
導
員
任
用
事
業
（
当
該
構

造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
農
業
関
連
事
業
（
農
産
物
の
加
工
又
は
販
売
の
事
業
そ
の
他
農
業
に
関
連
す
る
事
業
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
普
及
指
導
員
（
農
業
改
良
助
長
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
普
及
指
導
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
が
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域

内
に
お
い
て
農
業
関
連
事
業
を
行
う
農
業
者
の
数
に
比
し
て
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
者
を
普
及
指
導
員
に
任
用
す
る
事
業
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
農
業

者
に
よ
る
農
業
関
連
事
業
の
実
施
を
通
じ
た
農
業
経
営
の
改
善
に
資
す
る
も
の
と
認
め
て
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る



内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
申
請
し

、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事
が
普
及
指
導
員
の
任
用
を
行
う
場
合
に

お
け
る
農
業
改
良
助
長
法
第
九
条
の
政
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
農
業
改
良
助
長
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政

令
第
百
四
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
当
該
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

農
業
関
連
事
業
に
つ
い
て
識
見
を
有
す
る
者
と
し
て
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者

二

当
該
都
道
府
県
の
知
事
が
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
農
業
改

良
助
長
法
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
の
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

別
表
を
削
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


